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１．ネガワット調整金
２．電源Ⅰ’における制御量（逆潮流分）の

評価方法
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本日ご議論いただきたい事項

 本日は、2021年度以降の需給調整市場、容量市場開設に向けて、既にネガワット調整金の基
本的な計算方法が示されている電源Ⅰ’、三次調整力②以外の取引について、ネガワット調整
金の計算方法をご議論いただきたい。
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容量市場の発動指令電源

 容量市場で調達された発動指令電源は、3時間前までの発動指令をもってアグリゲー
ターが時間前市場に玉出しを行い、そこで小売電気事業者に調達されなかった場合
は、一般送配電事業者に調達される。そのため、小売電気事業者に調達された場合
は類型１、一般送配電事業者に調達された場合は類型２に分類されることとなる。

出典：第３１回制度検討作業部会 資料４



【参考】ネガワット調整金

 ネガワット調整金とは、小売電気事業者とアグリゲーターとの間に生じる費用と便益の不一致を調
整するべく、アグリゲーターが小売電気事業者に対して支払う金額である。

4
出典: 第８回制度設計専門会合 資料4 より抜粋



ネガワット調整金に関するこれまでの議論

 2018年5月、アグリゲーター等に対してERABガイドラインの活用状況に関するアンケー
ト調査を実施。当該調査では、小売電気事業者とアグリゲーター間で想定するネガ
ワット調整金の金額水準に乖離が生じ、協議に時間を要するケースが発生しているこ
とが課題として挙げられた。

 当該課題を解消するため、第7回・第10回制御量評価WGにおいて、電源Ⅰ’、三次
調整力②として調達されるネガワットにおけるネガワット調整金の計算方法としては、
「b）電力料金単価（参考値）－託送料金」を基本とすることで合意された。
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出典：第7回制御量評価WG 資料3 出典：第10回制御量評価WG 資料4



【参考】現行ガイドライン上のネガワット調整金の計算方法

下げDR（ネガワット取引）における各類型のイメージ

類型１① 【内部取引】 類型１② 【事例は少ない】 類型２ 【現状の大半を占める】

出典：第6回制御量評価WG 資料3

 ネガワット調整金の計算方法は、以下の4パターンを選択肢として例示している。

– （a）電力料金単価（実績値※）– 託送料金（※DR対象需要家の単価実績）

– （b）電力料金単価（参考値※）– 託送料金 (※例えば、旧一般電気事業者の小売部門が公表して

いる単価)

– （c）（一社）日本卸電力取引所の平均価格
– （d）（一社）日本卸電力取引所のDR実施時間のスポット市場価格

 供給元小売電気事業者とアグリゲーターは、取引の実情やDR・VPPの普及拡大の観
点を踏まえて協議の上、決定することとしている。
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【参考】三次調整力②のネガワット調整金の考え方と経緯

 三次調整力②の検討においては、「取引コストの低減」、「予見可能性の確保」、「金銭
面での中立性の確保」の３点を基本的考え方として、下表の評価を行った。

 結果として、ネガワット調整金の基本的な計算方法としては、「a」または「b」が望ましく、
また、 「a」はアグリゲーターに開示することが困難な場合もあることを踏まえて、三次調整
力②として調達されるネガワット調整金の計算方法は「b」を基本とすることで合意。
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基本的考え方におけるネガワット取引種別の評価分析

 「取引コストの低減」、「予見可能性の確保」、「中立性の確保」の基本的考え方に基
づき、すべてのネガワット取引について評価を整理すると、「予見可能性の確保（応札
時）」のみ、三次調整力②検討時と異なる評価になると考えられる。

基本的な考え方と三次調整力②検討時に行った評価との違い

取引コストの低減
• 小売側、アグリゲーター側の協議・契約・取引に関わるコストの低減。

• 三次調整力②検討時と同様、基本となる計算方法を一つのみ示すことで低減可能。

予見可能性の確保
(事業計画時）

• 事業計画立案上、数年前にネガワット調整金の予見性がある程度は確保できていることが
望ましい。

• 三次調整力②検討時と同様、「d」「bとdの平均値」は日々変動するため、予見性が低い。

予見可能性の確保
(応札時)

• kWh価格を決定するタイミングで、ネガワット調整金の予見性が確保できていることが望まし
い。

• kWh価格を決定するタイミングが、卸電力市場取引価格が判明する前日10時の前後で
評価が異なる。

• 前日10時より後にkWh価格を決定するネガワット取引では、三次調整力②検討時と同様、
計算方法によらず予見性は確保される。

• 前日10時より前にkWh価格を決定するネガワット取引では、三次調整力②検討時と異な
り、「d」「bとdの平均値」の予見性はない。

金銭面での中立性の確保
(DR有無による小売の収益変化・
アグリの事業形態別の収益差)

• 特定の事業者に過度な利益や損害が生じるとネガワットの活用が進まないため、関係者間
において金銭面の中立性の確保が重要となる。

• 三次調整力②検討時と同様、「c」ではネガワットを行うことによって小売の収支が悪化し、
「d」「bとdの平均値」では、需給状況によって変動するため、小売の収益が変化したり、独
立系アグリゲーターが不利となる可能性がある。



各取引種別におけるkWh価格の決定タイミング

 ネガワット取引種別におけるkWh価格の決定タイミングは以下の通り。「d」の水準となる
スポット市場の取引価格が明らかになるタイミングは前日10時となる。
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（1年以内と想定）

「ｄ：卸電力市場の取引価格」
が明らかになるタイミング

スポット市場

時間前市場
応札・
約定

GCまでkWh価格の変更が
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毎週火曜12時までに
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※黄色ハイライトが今回の議論対象

kWh価格の決定は契約内容次第



【参考】全ての下げDR取引におけるネガワット調整金の考え方

 全てのネガワット取引について、基本的考え方に基づき評価すると下表のとおり。

 「予見可能性の確保（応札時）」については、三次調整力②と評価が異なり、前日
10時より前にkWh価格を決定するネガワット取引については「d」「bとdの平均値」の
予見性は低くなる。
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ネガワット調整金の計算方法のまとめ

 三次調整力②検討時と評価が異なるのは「予見可能性の確保（応札時）」のみで
あるが、「a」又は「b」が望ましいという評価は変わらない。

 そのため、三次調整力②以外のネガワット取引についても、「a」又は「b」が望ましい
と考えられるのではないか。

 しかし、「a」は小売電気事業者と需要家間の契約情報にあたるため、第三者であるア
グリゲーターに開示することが困難な場合もあることを踏まえると、基本となる計算方法
としては不適切ではないか。

 以上の議論から、類型1②、類型２②の全ての下げDR取引について、kWhに対す
る支払いが発生する場合は、調達されるDRのネガワット調整金の計算方法として、
「b」を基本とすることとしてはどうか。

– 類型１②については、政策的にネガワット取引を活性化し促進していく観点からも、
アグリゲーターの事業形態別の収益差が小さい「b」を基本とすることが望ましいので
はないか。

– 容量市場における発動指令電源について、調達する主体（小売電気事業者も
しくは一般送配電事業者）が異なっても、調整金に関しては整合が取れるのでは
ないか。

 また、市場開設後の競争状況の分析によって問題が顕在化するようであれば、改め
てネガワット調整金の考え方について検討をすることとしてはどうか。



１．ネガワット調整金
２．電源Ⅰ’における制御量（逆潮流分）の

評価方法
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本日ご議論いただきたい事項

 第10回ERAB検討会（2019年10月4日）において、逆潮流をアグリゲーションしたものを一般送配電事業
者が調達する調整力としての活用を可能とする環境整備の必要性について議論された。

 また、第43回制度設計専門会合（2019年11月15日）においても、逆潮流アグリゲーションの調整力利用に
関するニーズの拡大を踏まえ、一定の要件を設けたうえで調整力への⼊札を認めるよう、調整力公募ガイドラ
インを見直す方向で検討を進めていくとされた。

 本日は、ERAB検討会及び制度設計専門会合にて、資源エネルギー庁、一般送配電事業者及び電力広域
的運営推進機関にて検討するとされた、逆潮流分の評価方法のうち、電源Ⅰ’における逆潮流分の評価方法
について、ご議論をいただきたい。

13出典：第４３回 制度設計専門会合 事務局提出資料 資料６ 抜粋



【参考】需要抑制の制御量に関する評価の考え方

 需要抑制の制御量は、実需要とベースライン（「なかりせばの需要※」の想定値）との差
である。

 制御量の評価とは、 「ベースラインの評価」 と「実需要の評価（＝計量）」とに分類す
ることができる。
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実需要の評価＝計量の評価

≪計量に関する論点≫
• 計測方法
• 計測地点/場所
• 計測頻度 etc..

制御量 ＝ ベースライン（BL） － 実需要

BLの評価＝BLの評価

≪BLに関する論点≫
• 正確性・単純性・完全性
• ベースライン作成方法
• ゲーミング etc..

制御量評価の考え方

※ DR等の発動が無かった場合の需要



逆潮流における評価点

 逆潮流とは、発電設備等の設置者の構内から電力系統側へ向かう電力の流れであり、
受電点において計測された値が当該需要家による逆潮流量となる。そのため、発電機
による発電量から自家消費を差し引き、余剰になった量が逆潮流として評価される。

 逆潮流をアグリゲートして電源Ⅰ’として活用する際も、発電機器ごとではなく、受電点に
おける計量値によって評価を行うことが基本となる。

 本議論も受電点における計量値による制御量の評価方法について議論を行うこととす
る。
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＜逆潮流をしていない状態＞

発電機 負荷

＜逆潮流をしている状態＞

例）発電機の出力増による
逆潮流量増分をアグリゲート
（ポジワット）して入札
※本日の議論の対象

例）発電機の出力増による
需要抑制分をアグリゲート
（ネガワット）して入札
※既に整理済み

発電機単位で計測すると双方とも発電している状態だが、逆潮流しているか否かは受電点における潮流の向きによる。

受電点

発電機 負荷

受電点

順潮流逆潮流

構内 構内



０[kW]

順潮流の計測値 [kW]

逆潮流の計測値 [kW]

逆潮流のケース分類

 電源Ⅰ’の指令を受け、供出される逆潮流には以下の2ケースが考えられる。

• ケース①：元々は需要ゼロもしくは逆潮流で、焚き増し等によって逆潮流量が増加
するケース

• ケース②：元々は順潮流で、発電等によって逆潮流になるケース
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ケース②
元々は順潮流で、発電等によって逆潮流になるケース

順潮流の計測値 [kW]

逆潮流の計測値 [kW]

０[kW]

ベースライン（なかりせば需要）

受電点における実需要/発電量

ケース①
元々は需要ゼロもしくは逆潮流で、

焚き増し等によって逆潮流量が増加するケース

受電点における実需要/発電量

発電計画

時間

時間

逆潮流制御［ kWh ］

逆潮流制御量［ kWh ］

需要抑制量［ kWh ］



ケース① 電源Ⅰ’における逆潮流の制御量評価方法

 ケース①の場合、電源Ⅰ‘における制御量評価の考え方は以下の通りとしてはどうか。

– 発電計画と受電点における発電量（逆潮流の計測値）の差分を、逆潮流制御
量とする。
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０[kW]

受電点における実需要/発電量

発電計画

順潮流の計測値 [kW]

逆潮流の計測値 [kW]

時間

逆潮流制御量 [kWh] ＝受電点における発電量 － 発電計画



ケース② 電源Ⅰ’における需要抑制量と逆潮流の制御量評価方法

 ケース②の場合、電源Ⅰ’における制御量評価の考え方は以下の通りでどうか。

– 需要ゼロまでは、これまで同様に、ベースライン※と実需要（すなわち0）との差分を
需要抑制（DR)による制御量とする。

– 需要ゼロ以下は、発電計画（すなわち０）と受電点における発電量（逆潮流の
計測値）の差分を制御量とする。

– 発電計画＝０、実需要＝０を前提とすれば上記の和を制御量として評価可能か

順潮流の計測値 [kW]

逆潮流の計測値 [kW]

０[kW]

受電点における実需要/発電量

ベースライン（なかりせば需要）
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※：標準ベースラインはHigh4of5

時間

需要抑制量 [kWh]
＝ ベースライン － 実需要（＝0）

逆潮流制御量 [kWh] 
＝ 受電点における発電量 － 発電計画（＝０）



（参考）発電計画について
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 逆潮流をする可能性が有るBehind-the-Meterの電源は、一般送配電事業者と
発電量調整供給契約を結び、電力広域的運営推進機関に対して発電計画を提出す
る。

– 発電契約者は、発電量調整供給契約の対象とする発電BGに含まれる発電地点（発電所）毎に発
電計画を記載。

– 一般送配電事業者が指定する調整用発電所は、単独の発電BGを設定することとなっている。

出典：「広域機関システムに関する事業者説明会」、電力広域的運営推進機関
https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2015/files/koiki_sys_jigyoushasets
umeikai_shiryou_r4.pdf

15 供給および契約の単位

(1) 当社は、次の場合を除き、1需要場所について1接続送電サービスまたは
1臨時接続送電サービスを適用し、1電気方式、1引込みおよび1計量
をもって託送供給を行ない、1発電場所につき、1電気方式、1引込みお
よび1計量をもって発電量調整供給を行ないます。

（中略）
(4) 発電量調整供給の場合、当社は、原則として、あらかじめ定めた発電場
所（発電場所が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者の供給設備
に接続するものといたします。）および発電バランシンググループについて、1発
電量調整供給契約を結びます。
なお、低圧の受電地点に係る発電場所および当社が指定する系統運用上
必要な調整機能を有する発電設備であって別途当社と調整に関する契約を
締結する設備（以下「調整電源」といいます。）に該当する発電場所は、原
則として1発電バランシンググループに属するものといたします。この場合、調整
電源に該当する発電場所は、原則として発電場所ごとに発電バランシンググ
ループを設定していただきます。

東京電力パワーグリッド 託送供給等約款における接続供給・
発電量調整供給の契約単位に関する規定箇所（一部）発電量調整供給契約 発電計画の具体的記載内容

出典：「託送供給等約款」、東京電力パワーグリッド株式会社
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/notification/pdf/yakkan0110.pdf



アグリゲーションする際の組み合わせ

 需要抑制量（ネガワット）、逆潮流制御量（ポジワット）は、それぞれで算出され、別の価値とし
て評価されることになるが、それら双方をアグリゲーションするニーズはあると考えられる。

 また、ネガワットとポジワットは、異なる地点から供出される場合と同一地点から供出される場合も
想定される。なお、公募ではアグリゲーションは同一供給エリア内に限られる。

 このようなケースも電源Ⅰ’における制御量の評価は可能と考えるがどうか。
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出典：第10回ERAB検討会 資料７ 逆潮流アグリゲーションの調整力としての活用
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/010_07_00.pdf



まとめ

 逆潮流には以下の2ケースが考えられる。

– ケース①：元々は需要ゼロもしくは逆潮流で、焚き増し等によって逆潮流量が増加するケース

– ケース②：元々は順潮流で、発電等をして逆潮流になるケース

 電源Ⅰ’における制御量（逆潮流分）の評価において、いずれのケースにおいても、電
源Ⅰ’における逆潮流分の制御量は、発電計画と受電点における発電量（逆潮流の
計測値）の差分としてはどうか。

 需要抑制量（ネガワット）、逆潮流制御量（ポジワット）、双方をアグリゲートする
ケースも制御量の評価は可能と考えるがどうか。
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